
平成　　年　　月　　日　

 殿 殿 殿 殿

〒 －

□ 銀　　行 □ 商工中金

□ 信用金庫 □ 農林中金 □ 農協

□ 信用組合 □ 労働金庫 □ 漁協

□ 本　店 □ 出張所

□ 支　店

   □普通預金（０１）　　　□当座預金（０２）

（右詰め）

－

□ 新　　　規 □ 取消し
□ 口座の変更 □ その他
□ 改　　　姓

（旧姓）

広島大学から私に支払われる給与以外の経費（旅費，謝金等）について，広島大学から私に支払われる給与以外の経費（旅費，謝金等）について，広島大学から私に支払われる給与以外の経費（旅費，謝金等）について，広島大学から私に支払われる給与以外の経費（旅費，謝金等）について，

□　上記給与口座に振り込むことを依頼します。□　上記給与口座に振り込むことを依頼します。□　上記給与口座に振り込むことを依頼します。□　上記給与口座に振り込むことを依頼します。

□ 要

□ 不要

□　別途依頼します。□　別途依頼します。□　別途依頼します。□　別途依頼します。

※※※※

(注）(注）(注）(注） １．振込先は本人名義の預金口座をお願いします。１．振込先は本人名義の預金口座をお願いします。１．振込先は本人名義の預金口座をお願いします。１．振込先は本人名義の預金口座をお願いします。

２．該当する事項をチェックして下さい。２．該当する事項をチェックして下さい。２．該当する事項をチェックして下さい。２．該当する事項をチェックして下さい。

３．氏名及び口座名義のフリガナは片仮名でご記入下さい。３．氏名及び口座名義のフリガナは片仮名でご記入下さい。３．氏名及び口座名義のフリガナは片仮名でご記入下さい。３．氏名及び口座名義のフリガナは片仮名でご記入下さい。

４．口座振込手数料削減の観点から，広島銀行を奨励します。４．口座振込手数料削減の観点から，広島銀行を奨励します。４．口座振込手数料削減の観点から，広島銀行を奨励します。４．口座振込手数料削減の観点から，広島銀行を奨励します。

別記様式（第４関係）

給与の口座振込 （ 申込 ・ 変更申込 ）　書　　兼　　銀行口座振込依頼書 （ 新規 ・ 変更 ）給与の口座振込 （ 申込 ・ 変更申込 ）　書　　兼　　銀行口座振込依頼書 （ 新規 ・ 変更 ）給与の口座振込 （ 申込 ・ 変更申込 ）　書　　兼　　銀行口座振込依頼書 （ 新規 ・ 変更 ）給与の口座振込 （ 申込 ・ 変更申込 ）　書　　兼　　銀行口座振込依頼書 （ 新規 ・ 変更 ）

広広広広 島島島島 大大大大 学学学学 長長長長

所 属 広島大学　○○○○○ 職　　　　　名

個 人 番 号 ※個人番号欄は正しくご記入下さい（雇用形態が変更される※個人番号欄は正しくご記入下さい（雇用形態が変更される※個人番号欄は正しくご記入下さい（雇用形態が変更される※個人番号欄は正しくご記入下さい（雇用形態が変更される
と個人番号も変更いたします）。と個人番号も変更いたします）。と個人番号も変更いたします）。と個人番号も変更いたします）。（広大ＩＤ)

フ リ ガ ナ
印

氏 名

住 所

電 話 番 号

下記のとおり　　申し出　・　変更を申し出　　ます。下記のとおり　　申し出　・　変更を申し出　　ます。下記のとおり　　申し出　・　変更を申し出　　ます。下記のとおり　　申し出　・　変更を申し出　　ます。

記記記記

◆振込先（ゆうちょ銀行以外）◆振込先（ゆうちょ銀行以外）◆振込先（ゆうちょ銀行以外）◆振込先（ゆうちょ銀行以外）

金 融 機 関 名

支 店 名

金 融 機 関 コ ー ド ※通帳をご確認のうえ，金融機関コードの記入もお願いいたします。※通帳をご確認のうえ，金融機関コードの記入もお願いいたします。※通帳をご確認のうえ，金融機関コードの記入もお願いいたします。※通帳をご確認のうえ，金融機関コードの記入もお願いいたします。

預 金 種 別

口 座 番 号

フ リ ガ ナ

口 座 名 義

◆振込先（ゆうちょ銀行）◆振込先（ゆうちょ銀行）◆振込先（ゆうちょ銀行）◆振込先（ゆうちょ銀行）

金 融 機 関 名 ゆうちょ銀行 預金・貯金の種類 郵便振替（当座）

記 号 ・ 番 号
記 号 番 号 （ 右 づ め ）

フ リ ガ ナ

口 座 名 義

申し出の事由申し出の事由申し出の事由申し出の事由 摘要
（ ）

電子ﾒｰﾙでの振込通知
要否

E-mail
アドレス

※振込通知希望の場合のみご記入下さい。携帯電話への送信はできません。

※※※※
この申込書に記載された個人情報は，給与等に関する必要な手続きを行うために使用するものであり，第三者に提供又は公この申込書に記載された個人情報は，給与等に関する必要な手続きを行うために使用するものであり，第三者に提供又は公この申込書に記載された個人情報は，給与等に関する必要な手続きを行うために使用するものであり，第三者に提供又は公この申込書に記載された個人情報は，給与等に関する必要な手続きを行うために使用するものであり，第三者に提供又は公
表することはありません。表することはありません。表することはありません。表することはありません。

上記給与口座以外の金融機関への振込を依頼される場合は，別途「銀行口座振込依頼書 （ 新規 ・ 変更 ）　兼　業者登録上記給与口座以外の金融機関への振込を依頼される場合は，別途「銀行口座振込依頼書 （ 新規 ・ 変更 ）　兼　業者登録上記給与口座以外の金融機関への振込を依頼される場合は，別途「銀行口座振込依頼書 （ 新規 ・ 変更 ）　兼　業者登録上記給与口座以外の金融機関への振込を依頼される場合は，別途「銀行口座振込依頼書 （ 新規 ・ 変更 ）　兼　業者登録
依頼書」をご提出下さい。依頼書」をご提出下さい。依頼書」をご提出下さい。依頼書」をご提出下さい。

（常勤職員）講師・主任・グループ員・・・・・など

（契約職員）契約一般職員・医科診療医・研究員・・・・・など

（非常勤職員）事務補佐員・技術補佐員・・・・・など

押印してください。

提出年月日をご記入ください。

当てはまる項目に✓を書いてください。

当てはまる項目に✓を書いてください。

個人番号（職員番号）

を記入してください。

どちらか一方に

✓を書いてください。

当てはまる項目に✓を書いてください。

当てはまる項目に✓を書いてください。

どちらか一方に✓を書いてください。

銀行コード（４桁）と支店番号（３桁）の併

せて７桁の番号を書いてください。

ゆうちょ銀行の場合は記号・番号、口座名義フリガナ、口

座名義のみ記入してください。
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広
島
大
学
以
外
の
事
業
所
へ
こ
の
申
告
書
を
既
に
提
出
し
て
い
る
方
は
，
右
の
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。
⇒
□

　
　
　
↑

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

記
入
欄

令
和

5
年

分
給

与
所

得
者

の
扶

養
控

除
等

（
異

動
）

申
告

書
記

入
例

広
大

太
郎

広
大

広
子

広
大

霞
子

1
4

1
0

2
0

○
○

市
○

○
○

町
○

丁
目

○
番

○
号

A
B

市
○

○
○

町
○

丁
目

○
番

○
号1
2

3
4

 K
o
k
u

z
e
i S

tre
e
t,…

U
S

A

広
大

翠

広
大

次
郎

子
2

1
1

3
0

3
5

0
,0

0
0

0

1
広

大
霞

身
体

障
害

者
手

帳
3

級
平

成
2

1
年

8
月

1
5

日
交

付

A
B

市
○

○
○

町
○

丁
目

○
番

○

国
立

大
学

法
人

広
島

大
学

広
島

県
東

広
島

市
鏡

山
一

丁
目

３
番

２
号

広
大

太
郎

○
○

○
-

西
条

2
1

5
２

2
1

1

A
B

市

5
5

1
0

0
,0

0
0

母
2

8
1

2
2

1

○
○

市
○

○
○

町

○
丁

目
○

番
○

号

赤
枠
実
線
内
は
記
入
必
須
（
一
部
項
目
は
印
字
済
み
）
で
す
。

青
枠
点
線
内
は
申
告
す
る
控
除
内
容
が
あ
る
場
合
に
記
入
（
一
部
項
目
は
印
字
済
み
）し
て
く
だ
さ
い
。

3
2

0
,0

0

印
1

2
4

0
0

0
5

0
0

4
0

5
4

ヒ
ロ

ダ
イ

タ
ロ

ウ

レ レ

◎
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
（
温
度
変
化
に
よ
り
無
色
に
な
る
イ
ン
キ
を
用
い
た
も
の
（
パ
イ
ロ
ッ
ト
社
製
フ
リ
ク
シ
ョ
ン
ボ
ー
ル
等
）
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
）
。

◎
こ
の
申
告
書
提
出
後
，
記
載
事
項
に
異
動
（
婚
姻
，
出
生
，
就
職
，
離
職
等
）
が
あ
っ
た
場
合
，
又
は
所
得
限
度
額
を
超
過
し
て
控
除
対
象
外
と
な
る
場
合
は
，
そ
の
都
度
速
や
か
に
白
紙
の
申
告
書
を
配
属
・
所
属
部
局
等
の
事

務
担
当
者
か
ら
お
受
け
取
り
い
た
だ
き
，
変
更
内
容
を
記
入
の
上
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

レ

レ

ヒ
ロ

ダ
イ

ヒ
ロ

コ

ヒ
ロ

ダ
イ

カ
ス

ミ

ヒ
ロ

ダ
イ

ミ
ド

リ

ヒ
ロ

ダ
イ

ジ
ロ

ウ

9
9

8
0

0
0

0
0

4
0

5
8

レ

職
員
番
号

配
属
・
所
属
：
大
学
院
〇
〇
研
究
科

総
，
文
，
教
，
経
，
理
，
先
，
工
，
生
，
国
，
東
千
田

チ
ェ

ッ
ク

を
入

れ
た

方
は

，
次

の
質

問
に

も
回

答
し

て
く

だ
さ

い
。

申
告

書
提

出
済

事
業

所
名

：
（

左
記

の
事

業
所

に
現

在
も

在
職

し
て

い
る

）

本
人

（マ
イ
ナ
ン
バ
ー
)

（マ
イ
ナ
ン
バ
ー
)

（マ
イ
ナ
ン
バ
ー
)

8
7

6
   

5
4

3
2

1

該
当
事
項
に

○採
用

【
採
用
日
：

扶
養
追
加

扶
養
取
消

住
所
変
更

【
変
更
日
：

氏
名
変
更

【
旧
姓
：

令
和
6
年
1
月
1
日
予
定
の
状
況
に
お
け
る
生
活
の
本
拠
で
あ
る
か
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
（
住
民
税
は
こ
の

市
区
町
村
か
ら
課
税
さ
れ
ま
す
）
。
訂
正
等
が
あ
れ
ば
朱
書
き
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

以
下
の
□
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
た
場
合
，
本
学
に
お
け
る
所
得
税
は
，
乙
欄
適
用
者
で
計
算
し
ま
す
。

(こ
こ

に
は

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

で
は

な
く

，
採

用
時

に
付

与
さ

れ
た

8
桁

の
職

員
番

号
を

記
入

し
て

く
だ

・
職

員
番

号
8

桁
，

配
属

・
所

属
を

記
入

く
だ

さ

い
。

・
複

数
の

職
員

番
号

を
所

持
し

て
い

る
方

は
，

職
員

番
号

欄
の

下
余

白
に

そ
の

番
号

8
桁

を

付
記

し
て

く
だ

さ
い

。

・
配

属
・

所
属

が
人

間
社

会
科

学
研

究
科

，
先

進
理

工
系

科
学

研
究

科
，

統
合

生
命

科
学

研
究

科
の

方
は

，
該

当
の

総
括

支
援

室
，

支
援

室
に

○
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

継
続
し
て
１
年
以
上
国
外
に
居
住
す
る
親
族
（国
外
居
住
親
族
）を
控
除
対
象
配
偶
者
と
す
る
場
合
は
，
こ
の
「非
居
住
者
で
あ

る
親
族
」
欄
に
○
を
記
入
し
，
同
じ
く
控
除
対
象
扶
養
親
族
と
す
る
場
合
は
，
該
当
す
る
項
目
に
レ
点
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。
該
当

者
が
親
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（日
本
語
以
外
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
は
日
本
語
訳
が
付
け
ら
れ
た
も
の
）
を
添
付

又
は
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
細
は
補
足
⑤
の
と
お
り
で
す
。
ま
た
，
3
0
歳
～
6
9歳
の
国
外
居
住
扶
養
親
族
に
該
当
す
る
場
合
，

別
途
書
類
等
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
詳
細
は
補
足
⑥
の
と
お
り
で
す
。

ひ
と
り
親
控
除
及
び
寡
婦
控
除
の
要
件
の
詳
細
は
補
足
③
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

該
当

事
項

(採
用

，
扶

養
追

加
，

扶
養

取
消

，
住

所
変

更
)欄

の
い

ず
れ

か
に

〇
及

び
内

容
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
は
，
提
出
済
み
の
方
は
空
白
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

未
提
出
の
方
は
，
書
き
間
違
い
が
な
い
よ
う
，
必
ず
番
号
カ
ー
ド
（写
）を
確
認
の
上
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
入

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
本
人
分
に
つ
い
て
は
番
号
カ
ー
ド
（
写
）
の
提
出
が
必
要
で
す
が
，
配
偶
者
や
扶
養
親

族
に
つ
い
て
は
番
号
カ
ー
ド
（
写
）
の
提
出
は
不
要
で
す
。
な
お
，
申
告
書
裏
面
に
提
出
方
法
等
記
載
し
て

お
り
ま
す
の
で
，
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
目
的
に
つ
い
て
は
【補
足
④
】の
と
お
り
で
す
。

「
所
得
の
見
積
額
」
の
計
算
方
法
は
補
足
⑦
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

1
6
歳
未
満
の
扶
養
親
族
は
上
記
B
欄
に
記
入
せ
ず
，
1
6
歳
未
満
の
扶
養
親
族
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

「
所
得
の
見
積
額
」
の
計
算
方
法
は
補
足
⑦
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

本
人
，
源
泉
控
除
対
象
配
偶
者
，
扶
養
親
族
に
「
障
害
者
又
は
勤
労
学
生
の
事
実
」が
あ
る
場
合
は
，

「
障
害
者
又
は
勤
労
学
生
の
内
容
」欄
に
そ
の
事
実
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※
下
記
の
1
6
歳
未
満
の
扶
養
親
族
欄
に
記
載
さ
れ
て
あ
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
も
，
障
害
者
等
に
該
当
す
る
場
合
は
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※
こ
の
欄
の
記
入
に
あ
た
っ
て
は
，
申
告
書
裏
面
の
「
2
記
載
に
つ
い
て
の
ご
注
意
」の

(8
)を
読
ん
で
，
必
要
事
項
を
漏
れ
な
く
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

現
時
点
で
は
空
欄
で
結
構
で
す
。

2
0
2
3
/
5
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【
補

足
①

】
配

偶
者

を
控

除
対

象
に

す
る

た
め

の
要

件
に

つ
い

て

概
要

は
次

の
と

お
り

で
す

。

配
偶

者
を

控
除

対
象

に
す

る
た

め
の

要
件

（
①

と
②

の
両

方
を

満
た

す
こ

と
が

必
要

で
す

）

【
補

足
②

】
控

除
対

象
扶

養
親

族
及

び
同

一
生

計
配

偶
者

の
要

件
に

つ
い

て
税

制
改

正
に

よ
り

所
得

の
要

件
が

変
更

さ
れ

，
変

更
の

概
要

は
次

の
と

お
り

で
す

。

【
補

足
③

】
ひ

と
り

親
控

除
及

び
寡

婦
控

除
の

適
用

要
件

に
つ

い
て

ひ
と

り
親

控
除

及
び

寡
婦

控
除

の
適

用
要

件
、

Ｃ
の

チ
ェ

ッ
ク

項
目

の
記

入
方

法
に

つ
い

て
は

下
記

の
と

お
り

と
な

り
ま

す
。

ひ
と

り
親

控
除

・
・
・
・

現
に

婚
姻

を
し

て
い

な
い

者
(婚

姻
歴

の
有

無
を

問
わ

な
い

)
ま

た
は

配
偶

者
の

生
死

の
明

ら
か

で
な

い
者

の
う

ち
、

下
記

の
要

件
を

す
べ

て
満

た
す

も
の

　
　

①
合

計
所

得
金

額
が

4
8
万

円
以

下
（
給

与
収

入
で

は
年

収
1
0
3
万

円
以

下
）
の

同
一

生
計

の
子

　
　

　
（
他

の
人

の
控

除
対

象
配

偶
者

や
扶

養
親

族
と

さ
れ

て
い

る
子

は
除

く
）
を

有
す

る
　

　
②

本
人

の
合

計
所

得
金

額
が

5
0
0
万

円
以

下
で

あ
る

こ
と

　
　

③
本

人
と

事
実

上
婚

姻
関

係
と

同
様

の
事

情
に

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

者
が

い
な

い
こ

と

　
●

寡
婦

と
は

・
・
・
・
・
・ 次

に
掲

げ
る

者
で

ひ
と

り
親

に
該

当
し

な
い

も
の

　
　

①
夫

と
離

婚
し

た
後

婚
姻

を
し

て
い

な
い

者
の

う
ち

、
次

に
掲

げ
る

要
件

を
す

べ
て

満
た

す
も

の
　

　
　

イ
　

子
ど

も
以

外
の

扶
養

親
族

を
有

す
る

こ
と

　
　

　
ロ

　
合

計
所

得
金

額
が

5
0
0
万

円
以

下
で

あ
る

こ
と

　
　

　
ハ

そ
の

者
と

事
実

上
婚

姻
関

係
と

同
様

の
事

情
に

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

者
が

い
な

い
こ

と
　

　
②

夫
と

死
別

し
た

後
婚

姻
を

し
て

い
な

い
者

又
は

夫
の

生
死

の
明

ら
か

で
な

い
者

の
う

ち
、

①
の

(ロ
)・

(ハ
)の

条
件

を
満

た
す

も
の

※
令

和
3
年

分
の

扶
養

控
除

申
告

書
よ

り
、

ひ
と

り
親

控
除

及
び

寡
婦

控
除

に
つ

い
て

は
要

件
の

内
容

欄
へ

の
記

載
が

不
要

と
な

り
ま

し
た

。
よ

っ
て

ひ
と

り
親

控
除

及
び

寡
婦

控
除

該
当

者
は

チ
ェ

ッ
ク

ボ
ッ

ク
ス

へ
の

記
入

の
み

と
な

り
ま

す
。

(障
害

者
控

除
及

び
勤

労
学

生
控

除
に

つ
い

て
は

引
き

続
き

内
容

の
記

入
が

必
要

と
な

り
ま

す
。

ご
注

意
く

だ
さ

い
。

)

寡
婦

に
☑

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　
　
　
要
件

令
和
２
年
分
か
ら

①
配
偶
者
の
所
得
金
額

9
5
万

円
以

下

（給
与

所
得

だ
け

の
場

合
，

給
与

等
の

収
入

金
額

が
1

5
0
万

円
以

下
）

②
申
告
者
（
教
職
員
本
人
）
の
所
得
金
額

9
0

0
万

円
以

下
（
給

与
所

得
だ

け
の

場
合

，
給

与
等

の
収

入
金

額
が

1
,0

9
5
万

円
以

下
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　
　
　
要
件

令
和
２
年
分
か
ら

控
除
対
象
扶
養
親
族
及
び

同
一
生
計
配
偶
者
の
所
得
金
額

4
8
万

円
以

下

（給
与

所
得

だ
け

の
場

合
，

給
与

等
の

収
入

金
額

が
1

0
3
万

円
以

下
）

ひ
と

り
親

に
☑



【
補

足
④

】
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
の

利
用

目
的

に
つ

い
て

皆
様

か
ら

提
出

し
て

い
た

だ
く

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

は
，

広
島

大
学

が
関

係
行

政
機

関
に

対
し

て
行

う
次

の
手

続
で

利
用

し
ま

す
。

１
　

役
員

及
び

職
員

に
係

る
個

人
番

号
関

係
事

務

①
給

与
所

得
・退

職
所

得
の

源
泉

徴
収

事
務

②
財

産
形

成
住

宅
貯

蓄
・財

産
形

成
年

金
貯

蓄
に

関
す

る
申

告
書

，
届

出
書

及
び

申
込

書
提

出
事

務
③

国
家

公
務

員
共

済
届

出
・申

請
事

務

④
健

康
保

険
・厚

生
年

金
保

険
届

出
，

申
請

事
務

⑤
雇

用
保

険
・労

災
保

険
届

出
，

申
請

事
務

2
　

役
員

及
び

職
員

の
配

偶
者

に
係

る
個

人
番

号
関

係
事

務
（現

時
点

で
は

次
の

１
つ

の
み

で
す

。
）

①
国

民
年

金
の

第
3
号

被
保

険
者

の
届

出
事

務

3
　

個
人

に
係

る
個

人
番

号
関

係
事

務
（
１

で
述

べ
た

事
務

を
除

き
ま

す
。

現
時

点
で

は
次

の
１

つ
の

み
で

す
。

）

①
報

酬
・料

金
等

の
支

払
調

書
作

成
事

務

【
補

足
⑤

】
継

続
し

て
１

年
以

上
国

外
に

居
住

す
る

親
族

（
国

外
居

住
親

族
）

を
控

除
対

象
配

偶
者

・
扶

養
親

族
と

す
る

際
の

手
続

に
つ

い
て

　
国

外
居

住
親

族
の

対
象

と
な

る
の

は
，

継
続

し
て

１
年

以
上

国
外

に
居

住
す

る
方

で
す

。
し

た
が

っ
て

，
短

期
留

学
に

よ
り

数
カ

月
間

国
外

に
一

時
滞

在
す

る
方

等
は

国
外

居
住

親
族

の
対

象
に

含
ま

れ
ず

，
以

下
の

手
続

も
不

要
で

す
。

国
外

居
住

親
族

の
対

象
と

な
る

か
不

明
な

場
合

は
，

配
属

部
局

等
の

事
務

担
当

者
ま

で
お

問
い

合
わ

せ
く

だ
さ

い
。

手
続
の
内
容

・
国

外
居

住
親

族
を

控
除

対
象

配
偶

者
と

す
る

場
合

は
，

右
図

に
示

す
申

告
書

の
「非

居
住

者
で

あ
る

親
族

」欄
に

○
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

・
国

外
居

住
親

族
を

控
除

対
象

扶
養

親
族

と
す

る
場

合
は

，
右

図
に

示
す

申
告

書
の

該
当

欄
に

レ
点

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

・
さ

ら
に

，
そ

の
国

外
居

住
親

族
が

給
与

所
得

者
（
広

島
大

学
の

場
合

は
教

職
員

の
皆

様
ご

本
人

）の
親

族
で

あ
る

こ
と

を
証

明
す

る
書

類
（親

族
関

係
書

類
）を

添
付

又
は

提
示

し
て

く
だ

さ
い

。
親

族
関

係
書

類
に

該
当

す
る

も
の

は
下

表
の

と
お

り
で

す
。

親
族
関
係
書
類
に
該
当
す
る
も
の
（
国
税
庁
通
知
よ
り
）

（
注
意
！
）

国
外

居
住

親
族

を
控

除
対

象
配

偶
者

・
扶

養
親

族
と

し
て

申
告

し
所

得
税

の
軽

減
措

置
を

受
け

る
た

め
に

は
，

今
回

提
出

い
た

だ
く

「親
族

関
係

書
類

」に
加

え
，

申
告

し
た

配
偶

者
・扶

養
親

族
に

対
し

生
活

費
や

教
育

費
の

送
金

を

行
っ

た
こ

と
を

証
明

す
る

書
類
（
送
金
関
係
書
類
）
を
来
年
秋
に
提
出
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す

。

　
具

体
的

に
は

，
外

国
送

金
依

頼
書

の
控

え
や

ク
レ

ジ
ッ

ト
カ

ー
ド

の
利

用
明

細
書

等
が

該
当

し
ま

す
の

で
，

年
末

調
整

時
期

の
提

出
に

向
け

，
準

備
を

進
め

て
お

く
よ

う
お

願
い

し
ま

す
。

　
な

お
，

送
金

関
係

書
類

は
，

控
除

を
受

け
る

親
族

毎
に

必
要

で
す

の
で

ご
承

知
お

き
く

だ
さ

い
。

（
例
え
ば
，
配
偶
者
宛
て
に
子
の
生
活
費
や
教
育
費
も
ま
と
め
て
送
金
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
，
そ
の
送
金
に
関
す
る
書
類
は
，
子
の

送
金
関
係
書
類
と
し
て
は
取
り
扱
わ
れ
ま
せ
ん

。
そ

の
結

果
，

子
が

い
る

こ
と

を
理

由
と

し
た

所
得

税
の

軽
減

措
置

は
認

め
ら

れ
ず

，
年

末
調

整
の

際
に

，
多

額
の

所
得

税
を

徴
収

さ
れ

る
可

能
性

が
あ

り
ま

す
の

で
ご

注
意

く
だ

さ
い

。
）

個
別
の
注
意
事
項

共
通
の
注
意
事
項

外
国
政
府
又
は
外
国
の
地
方
公
共
団
体
が
発
行
し
た
書
類

（
そ
の
親
族
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
又
は
居
所
の
記
載
が
あ
る
も
の
に
限
り

ま
す
。
）

○
「外

国
政

府
又

は
外

国
の

地
方

公
共

団
体

が
発

行
し

た
書

類
」と

は
，

該
当

の
親

族
の

氏
名

，
生

年
月

日
及

び
住

所
等

が
記

載
さ

れ
て

い
る

書
類

の
う

ち
，

そ
の

親
族

が
居

住
者

の
親

族
で

あ
る

こ
と

を
証

明
す

る
も

の
の

こ
と

で
す

。
国

税
庁

通
知

で
は

次
の

よ
う

な
書

類
が

例
示

さ
れ

て
い

ま
す

。
・戸

籍
謄

本
そ

の
他

こ
れ

に
類

す
る

書
類

・出
生

証
明

書
・婚

姻
証

明
書

○
写

し
で

は
な

く
，

原
本

の
添

付
（又

は
提

示
）が

必
要

で
す

。
書
類
が
日
本
語
以
外
の
言
語
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
，

法
令
に
よ
り
，
そ
の
翻
訳
文
も
提
出
又
は
提
示
す
る
こ
と
が
必

要
で
す
。

又
は

戸
籍
の
附
票
の
写
し
そ
の
他
の
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
発
行
し
た
書
類

＋そ
の
親
族
の
旅
券
（
パ
ス
ポ
ー
ト
）
の
写
し

○
戸

籍
の

附
票

の
写

し
そ

の
他

の
国

又
は

地
方

公
共

団
体

が
発

行
し

た
書

類
は

，
原

本
の

添
付

（又
は

提
示

）が
必

要
で

す
。

一
方

，
親

族
の

旅
券

（パ
ス

ポ
ー

ト
）は

写
し

の
添

付
（又

は
提

示
）で

よ
い

と
さ

れ
て

い
ま

す
。

○
旅

券
（パ

ス
ポ

ー
ト
）は

，
氏

名
，

生
年

月
日

な
ど

が
記

載
さ

れ
て

い
る

身
分

事
項

の
ペ

ー
ジ

の
写

し
が

必
要

で
す

。

レ

控
除
対
象
配
偶
者

控
除
対
象
扶
養
親
族



【
補

足
⑥

】
令

和
５

年
以

降
の

国
外

居
住

親
族

の
条

件
に

つ
い

て
令

和
5
年

1月
1日

以
降

に
 ，

扶
養

控
除

の
対

象
と

な
る

扶
養

親
族

の
範

囲
か

ら
，

年
齢

3
0
歳

以
上

7
0
歳

未
満

の
非

居
住

者
で

あ
っ

て
次

に
掲

げ
る

者
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

も
の

が
除

外
さ

れ
ま

し
た

。
（令

和
5年

12月
31日

現
在

の
年

齢
で

判
定

）

1
_留

学
に

よ
り

国
内

に
住

所
及

び
居

所
を

有
し

な
く

な
っ

た
者

2
_障

害
者

3
_扶

養
控

除
の

適
用

を
受

け
よ

う
と

す
る

居
住

者
か

ら
そ

の
年

に
お

い
て

生
活

費
又

は
教

育
費

に
充

て
る

た
め

の
支

払
を

 38 万
円

以
上

受
け

て
い

る
者

上
記

に
該

当
す

る
場

合
，

以
下

の
表

の
必

要
書

類
の

提
出

が
要

件
で

す
。

【
補

足
⑦

】
「

所
得

の
見

積
額

」
の

計
算

方
法

（
主

な
も

の
）

※
申

告
書

に
誤

っ
た

記
入

等
が

あ
り

ま
す

と
，

税
務

署
か

ら
過

少
納

税
の

是
正

勧
告

を
受

け
る

こ
と

が
あ

り
ま

す
の

で
，

正
し

く
記

入
し

て
い

た
だ

く
よ

う
お

願
い

し
ま

す
。

※
提

出
期

限
，

提
出

先
に

つ
い

て
は

，
配

属
部

局
等

か
ら

の
連

絡
を

必
ず

ご
確

認
く

だ
さ

い
。

ま
た

，
提

出
期

限
を

必
ず

お
守

り
い

た
だ

く
よ

う
お

願
い

し
ま

す
。

退
職
所
得

（
1
月

か
ら

1
2
月

ま
で

の
1
年

間
の

収
入

金
額

 －
退

職
所

得
控

除
額

（※
））

×
 1

/2

（
（※

）
「退

職
所

得
控

除
額

」は
勤

続
年

数
に

よ
っ

て
異

な
り

，
「退

職
所

得
の

源
泉

徴
収

票
」で

確
認

で
き

ま
す

。
）

　
　

扶
養

控
除

等
（異

動
）
申

告
書

の
「所

得
の

見
積

額
」
欄

に
は

，
実
際
に
得
る
収
入
を
そ
の
ま
ま
記
入
す
る
の
で
は
な
く
，
一
定
の
額
を
控
除
し
た
（
引
い
た
）
後
の
金
額
を
記
入

し
ま

す
。

　
  例

え
ば

，
自

分
の

配
偶

者
が

パ
ー

ト
タ

イ
ム

勤
務

で
年

間
9
0
万

円
の

収
入

を
得

る
予

定
の

場
合

，
そ

の
9
0
万

円
を

「所
得

の
見

積
額

」欄
に

記
入

す
る

の
で

は
な

く
，

一
定

額
を

控
除

し
た

後
の

金
額

を
記

入
す

る
，

と
い

う
こ

と
で

す
。

　
  つ

ま
り

，
「
実
際
に
得
た
収
入
＝
所
得
の
見
積
額
」
で
は
な
い
　

と
い

う
点

に
ご

注
意

く
だ

さ
い

。
　

　
で

は
，

い
っ

た
い

ど
の

く
ら

い
の

金
額

を
控

除
す

れ
ば

よ
い

の
か

，
主

な
も

の
を

ま
と

め
た

の
が

次
の

表
で

す
。

給
与
所
得

（
給
料
，
賃
額
，
賞
与
な
ど
）

1
月

か
ら

1
2
月

ま
で

の
1
年

間
の

収
入

金
額

 －
　

55万
円

(こ
の

控
除

額
(こ

の
場

合
は

55万
円

)を
｢給

与
所

得
控

除
額

｣と
い

い
ま

す
。

)

計
算

で
使

用
す

る
収

入
金

額
に

つ
い

て
，

次
の

2点
を

補
足

し
ま

す
。

①
1
月
か
ら

1
2
月
ま
で
の

1
年
間
に
支
払
わ
れ
た
額
の
合
計
と
な
り
ま
す
。

　
共

済
の

扶
養

，
及

び
，

広
島

大
学

給
与

規
則

の
扶

養
手

当
と

は
，

期
間

や
限

度
額

の
考

え
方

が
異

な
り

ま
す

の
で

ご
注

意
く

だ
さ

い
。

②
非
課
税
の
も
の
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

　
例

え
ば

，
・給

与
所

得
で

の
「通

勤
手

当
」や

，
・公

的
年

金
で

の
「遺

族
年

金
」「障

害
者

年
金

」，
共

済
組

合
で

の
「傷

病
手

当
金

」雇
用

保
険

で
の

「失
業

給
付

」「育
児

休
業

給
付

金
」は

非
課

税
で

す
の

で
，

収
入

金
額

か
ら

除
い

て
計

算
し

ま
す

。
　

詳
細

は
別

紙
を

参
照

し
て

く
だ

さ
い

。

事
業
所
得

　
1
月

か
ら

1
2
月

ま
で

の
1
年

間
の

収
入

金
額

 －
　

必
要

経
費

公
的
年
金

（
雑
所
得
に
該
当
）

受
給

者
が

6
5
歳

未
満

の
場

合
1
月

か
ら

1
2
月

ま
で

の
1
年

間
の

収
入

金
額

　
－

　
60万

円
(こ

の
控

除
額

(こ
の

場
合

は
6
0
万

円
)を

「
公

的
年

金
控

除
額

」
と

い
い

ま
す

。
)

受
給

者
が

6
5
歳

以
上

の
場

合
1
月

か
ら

1
2
月

ま
で

の
1
年

間
の

収
入

金
額

　
－

　
110万

円
(こ

の
控

除
額

(こ
の

場
合

は
1
1
0
万

円
)を

「
公

的
年

金
控

除
額

」
と

い
い

ま
す

。
)

・親
族
関
係
書
類

・
3
8
万
円
以
上
の

送
金
関
係
書
類

×
扶
養
控
除
対
象
外

・親
族
関
係
書
類

・送
金
関
係
書
類

※
従
前
の
と
お
り

・親
族
関
係
書
類

・送
金
関
係
書
類

※
従
前
の
と
お
り

所
得
の
種
類

所
得
の
見
積
額
の
計
算
方
法

備
考
（
計
算
で
使
用
す
る
「
収
入
金
額
」
に
つ
い
て
）

必
要
書
類

×
扶
養
控
除
対
象
外

※
従
前
の
と
お
り

・親
族
関
係
書
類

・送
金
関
係
書
類

※
従
前
の
と
お
り

・
親
族
関
係
書
類

・
送
金
関
係
書
類

・
留
学
ビ
ザ
等
相
当
書
類

・親
族
関
係
書
類

・送
金
関
係
書
類

※
従
前
の
と
お
り

区
分

配
偶
者
以
外
の
親
族

配
偶
者

年
齢
等

0
歳
～
1
5
歳

1
6
歳
～
2
9歳

30歳
～
69歳

70歳
以
上

（年
齢
を
問
わ
ず
）

留
学
に
よ
り
非
居
住
と

な
っ
た
者

障
害
者

38万
円
以
上
送
金
を

受
け
て
い
る
者

右
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
者



所
得

税
が

課
税

さ
れ

な
い

所
得

の
例

 
（
適

用
要

件
や

例
外

要
件

等
が

あ
り

ま
す

の
で

ご
注

意
く

だ
さ

い
。

）
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所得税法の規定 

1
 

年
利

1
％

以
下

の
当

座
預

金
の

利
子

 

2
 

子
供

銀
行

の
預

貯
金

等
の

利
子

 

3
 

傷
病

者
や

遺
族

等
が

受
け

取
る

増
加

恩
給

，
傷

病
賜

金
，

遺
族

年
金

及
び

障
害

者
年

金
等

 

4
 

給
与

所
得

者
の

出
張

旅
費

等
 

5
 

給
与

所
得

者
の

一
定

限
度

ま
で

の
通

勤
手

当
 

6
 

給
与

所
得

者
が

受
け

る
職

務
上

必
要

な
給

付
 

7
 

国
外

で
勤

務
す

る
居

住
者

が
受

け
る

在
外

手
当

 

8
 

外
国

政
府

又
は

国
際

機
関

等
の

職
員

の
給

与
所

得
 

9
 

生
活

用
動

産
の

譲
渡

に
よ

っ
て

生
ず

る
所

得
 

1
0
 

資
力

を
な

く
し

債
務

の
弁

済
が

著
し

く
困

難
な

者
が

，
滞

納
処

分
，

強
制

執
行

又
は

競
売

等
の

強
制

換
価

手
続

等
に

よ
り
資

産
を

譲
渡

し
た

場
合

の
所

得
 

1
1
 

オ
ー

プ
ン

型
の

証
券

投
資

信
託

の
契

約
に

基
づ

き
収

益
調

整
金

の
み

に
係

る
収

益
と

し
て

分
配

さ
れ

る
特

別
分

配
金

 

1
2
 

文
化

功
労

者
年

金
等

及
び

学
術

奨
励

金
等

 

1
3
 

オ
リ
ン

ピ
ッ

ク
競

技
大

会
又

は
パ

ラ
リ
ン

ピ
ッ

ク
競

技
大

会
に

お
け

る
成

績
優

秀
者

を
表

彰
す

る
も

の
と

し
て

交
付

さ
れ

る
金

品
 

1
4
 

学
資

金
及

び
法

定
扶

養
料

 

1
5
 

相
続

，
遺

贈
又

は
個

人
か

ら
の

贈
与

に
よ

る
所

得
 

（法
人

か
ら

の
贈

与
を

受
け

る
場

合
は

所
得

税
が

課
税

さ
れ

る
） 

1
6
 

一
定

の
損

害
保

険
金

，
損

害
賠

償
金

及
び

慰
謝

料
等

 

1
7
 

障
害

者
等

に
係

る
元

本
3
5
0

万
円

以
下

の
郵

便
貯

金
，

少
額

預
貯

金
及

び
少

額
公

社
債

の
利

子
で

一
定

の
手

続
を

し
た

も
の

 

特別法令の規定 

1
 

保
険

給
付

 

○
健

康
保

険
等

の
保

険
給

付
（出

産
手

当
金

，
傷

病
手

当
金

，
埋

葬
料

等
） 

○
厚

生
年

金
保

険
の

保
険

給
付

（老
齢

厚
生

年
金

を
除

く
） 

○
雇

用
保

険
の

失
業

等
給

付
 

○
労

働
者

災
害

補
償

保
険

の
保

険
給

付
 

2
 

特
別

給
付

金
 

○
生

活
保

護
法

に
よ

り
支

給
さ

れ
る

保
護

金
品

 

○
身

体
障

害
者

福
祉

法
に

よ
り
支

給
さ

れ
る

金
品

 

○
児

童
福

祉
法

又
は

児
童

手
当

法
に

よ
り
支

給
さ

れ
る

金
品

 

○
児

童
扶

養
手

当
法

又
は

特
別

児
童

扶
養

手
当

等
の

支
給

に
関

す
る

法
律

に
よ

り
支

給
さ

れ
る

手
当

 

○
母

子
保

健
法

に
よ

り
支

給
さ

れ
る

未
熟

児
の

養
育

医
療

費
 

○
高

齢
者

の
医

療
の

確
保

に
関

す
る

法
律

に
よ

り
支

給
さ

れ
る

後
期

高
齢

者
医

療
給

付
 

○
国

家
公

務
員

災
害

補
償

法
，

地
方

公
務

員
災

害
補

償
法

又
は

地
方

公
務

員
災

害
補

償
法

に
基

づ
く
条

例
に

よ
り
支

給
さ

れ
る

金
品

 

○
公

立
学

校
の

学
校

医
，

学
校

歯
科

医
及

び
学

校
薬

剤
師

の
公

務
災

害
補

償
に

関
す

る
法

律
に

よ
り
支

給
さ

れ
る

金
品

 

○
警

察
官

の
職

務
に

協
力

援
助

し
た

者
の

災
害

給
付

に
関

す
る

法
律

に
よ

り
支

給
さ

れ
る

金
品

 



所
得

税
が

課
税

さ
れ

な
い

所
得

の
例

 
（
適

用
要

件
や

例
外

要
件

等
が

あ
り

ま
す

の
で

ご
注

意
く

だ
さ

い
。

）
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/
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○
海

上
保

安
官

に
協

力
援

助
し

た
者

等
の

災
害

給
付

に
関

す
る

法
律

に
よ

り
支

給
さ

れ
る

金
品

 

○
証

人
等

の
被

害
に

つ
い

て
の

給
付

に
関

す
る

法
律

に
よ

り
支

給
さ

れ
る

金
品

 

○
国

家
公

務
員

又
は

地
方

公
務

員
等

共
済

組
合

法
に

よ
り
組

合
の

給
付

と
し

て
支

給
さ

れ
る

金
品

・・・出
産

手
当

金
，

傷
病

手
当

金
，

埋
葬

料
な

ど
 

○
旧

港
湾

労
働

法
に

よ
り
支

給
さ

れ
る

雇
用

調
整

手
当

 

○
農

地
被

買
収

者
等

に
対

す
る

給
付

金
の

支
給

に
関

す
る

法
律

に
よ

り
支

給
さ

れ
る

給
付

金
 

○
雇

用
対

策
法

に
よ

り
支

給
さ

れ
る

職
業

転
換

給
付

金
 

○
公

害
健

康
被

害
の

補
償

等
に

関
す

る
法

律
に

よ
り
補

償
給

付
と

し
て

支
給

さ
れ

る
金

品
 

○
予

防
接

種
法

に
よ

り
給

付
と

し
て

支
給

を
受

け
る

金
銭

 

3
 

当
せ

ん
金

付
証

票
（宝

く
じ

）の
当

せ
ん

金
品

・・・た
だ

し
海

外
で

購
入

し
た

外
国

の
宝

く
じ

は
一

時
所

得
と

し
て

課
税

さ
れ

る
 

4
 

納
税

貯
蓄

組
合

法
に

よ
る

納
税

貯
蓄

組
合

預
金

の
利

子
（た

だ
し

，
指

定
金

融
機

関
に

委
託

し
て

租
税

の
納

付
に

充
て

る
場

合
以

外
の

場
合

に
お

い
て

引
き

出
さ

れ

た
部

分
の

金
額

が
一

定
期

間
内

に
お

い
て

1
0

万
円

を
超

え
る

場
合

の
そ

の
引

出
し

の
日

の
属

す
る

期
間

に
対

応
す

る
利

子
を

除
く
） 

租税特別措置法の規定 

1
 

勤
労

者
財

産
形

成
住

宅
貯

蓄
の

利
子

 

2
 

勤
労

者
財

産
形

成
年

金
貯

蓄
の

利
子

 

3
 

納
税

準
備

預
金

の
利

子
 

4
 

民
間

国
外

債
の

利
子

 

5
 

特
別

国
際

金
融

取
引

勘
定

に
お

い
て

経
理

さ
れ

た
預

金
等

の
利

子
 

6
 

一
定

の
非

居
住

者
又

は
外

国
法

人
が

受
け

る
一

括
登

録
国

債
の

利
子

 

7
 

一
定

の
公

社
債

等
の

譲
渡

に
よ

る
所

得
 

8
 

国
等

に
対

し
て

財
産

を
寄

附
し

た
場

合
の

譲
渡

所
得

等
 

9
 

国
等

に
対

し
て

重
要

文
化

財
を

譲
渡

し
た

場
合

の
譲

渡
所

得
等

 

1
0
 

財
産

の
物

納
の

場
合

の
譲

渡
所

得
及

び
山

林
所

得
 

1
1
 

政
府

管
掌

健
康

保
険

等
の

被
保

険
者

が
受

け
る

付
加

給
付

等
 

1
2
 

民
間

国
外

債
の

発
行

差
金

 

  



〒 -

 □要/Needed

 □不要/Not Needed ※２

□ 銀行/Bank     □ 漁協/Fisheries Cooperative  Association

□ 信用組合/Credit Union   □ 農協/Japan Agricultural　Cooperatives

□ 信用金庫/Shinkin Bank  □ 農林中金/Norinchukin Bank

□ 労働金庫/Labour Bank  □ 商工中金/Shoko Chukin Bank

□ 本店/Central Branch   □ 出張所/Mini Branch

□ 支店/Branch Office

0 1 6 9 0 5 1
   □普通預金（０１）　　　□当座預金（０２）　　□その他（　　                    　　）
    Ordinary Account      Checking Account    Others

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ （右詰め）/Right-aligned number

(注) １．振込先は債主名義（本人の場合は本人名義、法人の場合は法人名義）の預金口座を原則とします。
Note

２．氏名又は法人名欄には、必ずフリガナをお願いします。

３．ゆうちょ銀行を希望される場合は、必ず、振込用の店名・預金種目・口座番号をご記入下さい。

経理担当：

※ （学生，教職員の方へ）口座振込手数料削減の観点から，広島銀行を奨励します。
　　（To students, faculty and staff）In order to avoid account transfer fees, we encourage you to use Hiroshima Bank.

○○○ ○○○○

○○○○○＠○○○

内線番号：

※本学担当者記入欄(R/3必要項目)

   Space for university personnel use

仕 入 先 勘 定 グ ル ー プ

　　As a general rule the transfer destination is an account in the name of the creditor (the person’s name if it is a person,
    the corporation’s name if it is a corporation).

　　In the ‘Full Name or Corporation Name’ section, be sure to also write the name in katakana.

　　If you would like to use Japan Post Bank, always, please fill in the branch’s name, deposit account type, and account
    number for transfer.

４．この依頼書に記載された個人情報は、銀行振込に関する必要な手続き及び源泉徴収票作成（謝金振込の場合のみ）を行う目的で
    利用するもので　あり、この目的以外で利用又は提供することはありません。
　　Personal information contained in this request form is to be used for the purpose of carrying out the procedures necessary
    for bank transfers and tax withholding rewards, and will not be used nor shared for any other purpose.

取扱部局名： 取扱担当者名：

預金種別
Deposit Account Type

口座番号
Account Number

フリガナ
Name in Katakana 　○ ○ ○　○ ○ ○ ○

口座名義
Name of Account Holder   ○　○　　　○　○　○

金融機関名
Name of Bank

広島
Hiroshima

支店名
Name of Branch Office

西条
saijo

金融機関コード
Bank Code

※通帳をご確認のうえ、金融機関コードの記入もお願いいたします。
　 Please refer to your bank book in order to fill out the bank code.

支 払 条 件   /0001振込     支   払   方   法 　/ T銀行口座振込

広島大学から私に支払われる経費等は、下記銀行口座に振り込んでください。
Please remit the expenses to be paid to me from Hiroshima University to the following bank account.

　/H00 教職員　　/H01 一般業者　　/H10 公共料金　　/H40 外国送金業者　　/H50 その他

　/H60 国等　 /H70 科研　 /H90 代人　 /HAH 学生A～H　 /HJZ 学生J～Z　 /HZA 学生ZA～ZK

業 者 区 分
  /01 定員内　/02 非常勤　/03 非常勤講師  /04 賃金職員  /05 国等   /06 代人 　

  /07 業者(大企業)    /08 業者(中小企業)　   /09 市町村　   /10 学生　   /99 その他

電子メールでの振込通知 E-mailアドレス
Transfer notification by E-mail e-mail Address

※１　広島大学の職員は職員番号、広島大学の学生は学生番号を記入して下さい。その他の方は記入不要です。
　　　Staff of Hiroshima University, please use your personal number; students of Hiroshima University please use your student number; others,
      please leave blank.
※２　振込通知希望の場合のみご記入下さい。携帯電話への送信はできません。
　　　If you checked "Needed", please write your E-mail address here.　We can't send e-mail notifications to cell-phone addresses.

○ ○ ○ ○ ○ＦＡＸ番号 ○ ○ ○ ○ ○Fax Number

○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○Telephone Number

住所/Address
○○県△△市□□町××アパート101
○○Prefecture △△ city □□ town X X apartment 101

電話番号 ○ ○ ○

フリガナ/Name in Katakana 　　○○○　○○○○
氏名又は法人名

　○○○　○○○

自署
(Signature)（ 債 主 名）

Full name or corporation name
(Creditor’s name)/Signature

○ ○ ○ ○ ○ ※１
広大ＩＤ（業者コード)

○ ○ ○ ○ ○Hiroshima University ID
(Operator Code)

所　　属
Department

○○ 研究科
Graduate School of ○○

種　別
Classificatio

n

□一般/General    □職員/Personnel  □業者/Business Operator

□学生/Student　　□非常勤講師/Part-time Lecturer

□契約･非常勤職員/Contract Employee or Adjunct

To the Financial Controller. Accounting senior manager of  Common Administrative Services Office 

( 広 島 大 学 提 出 用 /For Submission at Hiroshima University)

令和○○年○○月○○日
Reiwa Year/Month/Day

銀行口座振込依頼書 （ 新規 ・ 変更 ）兼　業者登録依頼書
Salary Transfer Form　（Application・Account Information Change）and　Money Transfer Request Form（New・Change）

広 島 大 学 出 納 担 当 職
 殿

共 通 事 務 室 経 理 担 当 主 幹

居所を記載してください。所属機関等の所在地は記載しないでください。
Please use the address of your place of residence. Do not fill in the location of 
your institution etc.

レ

レ

カナの口座名義と同一の記載をしてください
Please use katakana to describe the same name as the account 
holder.

レ

レ

レ

＜記入例＞
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